
平成　　年　　月　　日

関 東 運 輸 局 長

神 谷  俊 広    殿

氏名又は名称

住　　　　所

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請書

　一般乗用旅客自動車運送事業の運賃（定額運賃）を下記のとおり設定したいので、道路運送法第９条の３第１項及び同法施行規則第１０条の３の規定に基づき、申請いたします。

記

１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称

住　　　　所

代表者の氏名

２．事業の種類

一般乗用旅客自動車運送事業

３．設定しようとする運賃を適用する営業区域

東京都特別区武三交通圏

４．設定しようとする運賃の種類、額及び適用方法
　　別紙のとおりとする
５．設定しようとする理由
６．添付書類

　　
経路図（地図）
以　上
別　紙
１．設定しようとする運賃の種類

（１）平成１４年１月１７日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」記１．（１）．ハ．①に定める定額運賃
（２）定額運賃適用施設は東京国際空港とし、一定エリアについては下記２（１）に定めるエリアとする。

２．定額運賃を適用するエリア
（１）適用エリア
	エリア名
	エリア適用地域

	エリア１
	江戸川区

	エリア２
	台東区、墨田区、文京区、千代田区、新宿区、渋谷区

	エリア３
	足立区、葛飾区、荒川区、北区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区

	エリア４
	板橋区、練馬区

	エリア５
	武蔵野市、三鷹市


（２）適用エリアから東京国際空港との距離及び最短経路は次のとおりとする。

	エリア名
	距離（ｋｍ）
	最短経路

	エリア１
	２０．４０
	首都高速葛西入口～辰巳ＪＣＴ～有明ＪＣＴ～大井ＪＣＴ
～空港中央出口～東京国際空港国内線第１ターミナル

	エリア２
	２１．７０
	首都高速呉服橋入口～江戸橋ＪＣＴ～汐留ＪＣＴ～浜崎橋ＪＣＴ～芝浦ＪＣＴ～有明ＪＣＴ～大井ＪＣＴ～空港中央出口～東京国際空港国内線第１ターミナル

	エリア３
	２６．００
	首都高速入谷入口～江戸橋ＪＣＴ～汐留ＪＣＴ～浜崎橋ＪＣＴ～芝浦ＪＣＴ～有明ＪＣＴ～大井ＪＣＴ～空港中央

出口～東京国際空港国内線第１ターミナル

	エリア４
	３１．００
	首都高速北池袋入口～竹橋JCT～神田橋JCT(八重洲線)～

汐留JCT～浜崎橋JCT～芝浦JCT～有明JCT～大井JCT～

空港中央出口～東京国際空港国内線第１ターミナル

	エリア５
	３７．３０
	三鷹市牟礼・杉並区久我山区境～首都高速高井戸入口～

三宅坂JCT～谷町JCT～一ノ橋JCT～浜崎橋JCT～芝浦JCT～有明JCT～大井JCT～空港中央出口～東京国際空港国内線第１ターミナル


３．定額運賃の額等

（１）算出の基礎となる距離制運賃等
①距　 離　 制　　特定大型車　初乗運賃　 ２ｋｍまで　 　下限運賃　７１０円

　　　　　　　　　　　　　　　　加算運賃　 ２８８ｍまでを増すごとに 　９０円　　　　　
大　型　車　初乗運賃　 ２ｋｍまで　　 Ｅ運賃　　７１０円

加算運賃　 ２８８ｍまでを増すごとに　 ９０円

普　通　車　初乗運賃　 ２ｋｍまで　　 上限運賃　７１０円

加算運賃　 ２８８ｍまでを増すごとに　 ９０円

②遠距離割引    　      ９，０００円を超える額について　　　     １割引

③深夜早朝割増　　　      ２２時から５時まで　　　　　　　　　     ２割増

④障害者割引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １割引

（２）定額運賃の額

平成１４年１月１７日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」記１．（５）．イ．②に基づき算出した下表の額とする。
	エリア名
	車種区分
	定額運賃

（円）
	深夜早朝割増適用運賃（円）
	障害者割引
適用運賃（円）
	深夜早朝割増及び障害者

割引適用運賃（円）

	エリア１
	特定大型車
	６，０００
	７，０００
	５，０００
	６，０００

	
	大型車
	６，０００
	７，０００
	５，０００
	６，０００

	
	普通車
	６，０００
	７，０００
	５，０００
	６，０００

	エリア２
	特定大型車
	６，０００
	８，０００
	５，０００
	７，０００

	
	大型車
	６，０００
	８，０００
	５，０００
	７，０００

	
	普通車
	６，０００
	８，０００
	５，０００
	７，０００

	エリア３
	特定大型車
	８，０００
	９，０００
	７，０００
	８，０００

	
	大型車
	８，０００
	９，０００
	７，０００
	８，０００

	
	普通車
	８，０００
	９，０００
	７，０００
	８，０００

	エリア４
	特定大型車
	９，０００
	１１，０００
	８，０００
	９，０００

	
	大型車
	９，０００
	１１，０００
	８，０００
	９，０００

	
	普通車
	９，０００
	１１，０００
	８，０００
	９，０００

	エリア５
	特定大型車
	１１，０００
	１３，０００
	９，０００
	１１，０００

	
	大型車
	１１，０００
	１３，０００
	９，０００
	１１，０００

	
	普通車
	１１，０００
	１３，０００
	９，０００
	１１，０００


４．適用方法

（１）車種区分は、現に認可を受けている運賃の車種区分による。

（２）有料道路利用料、駐車料、その他旅客から特別な負担を求められた場合の実費は旅客の負担とする。

（３）定額運賃は、東京国際空港新国際線ターミナルのタクシー乗り場における運送の申込み、若しくは予め営業所又は無線基地局において、旅客との間に定額運賃によることを特約した場合に適用する。

（４）運行の中止等の場合の措置として、運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距離制運賃（時間距離併用制運賃を含む。）の運送におけるものと同様に操作する。

（５）運送の途中において、旅客の都合により運送を中断する場合、又は、本認可による定額運賃の目的地以外の場所に目的地を変更するような場合、若しくは、旅客の都合により申込み時に予定した運送経路以外を経由した運送に変更するような場合であって、当該変更経路が本認可による定額運賃の目的地と大きくかけ離れる場合の運賃の収受は運賃メーター器の表示額によることとする。

（６）深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯（午後１０時～午前５時）の中にすべて含まれる場合に適用する。
（７）障害者割引の対象者は、現に認可を受けている障害者割引の適用方による。

　（注）（定額運賃）設定認可申請書　６．添付書類「経路図」については、別途郵送
したものを参照すること。


